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　市内の森林の大半は、県の定め
る地域森林計画により地域森林計
画対象民有林に指定されていま
す。この指定を受ける森林で伐採
や所有者の変更を行う場合は、森
林法に基づく届出が必要です。

■立木の伐採・造林
　森林の立木を伐採する場合、開
始する90日から30日前までに市
に届出が必要です。また、主伐後
の造林もしくは開発目的の伐採が
終わった日から30日以内に、市
に報告する必要があります。
届出の際は以下の書類を添付して
ください
①森林の位置図・区域図
②届出書の確認書類（個人の場合、
住所がわかる書類（運転免許証な
ど）の写し・法人の場合、法人の
登記事項証明書などの写し）
③土地の登記事項証明書など、届
出者に土地所有権または造林権原
があることがわかる書類（土地の
登記事項証明書や固定資産税納税
通知書など）

④隣接森林との境界関係書類（伐
採する箇所に関し、隣接森林所有
者との確認状況がわかる書類）
添付を省略できる場合
・単木的な伐採など境界に接しな
い場合
・境界杭などにより境界が明らか
な場合
・誓約書の提出などにより届出後
伐採前に境界確認を実施すること
を明らかにした場合
⑤伐採の権原関係書類（届出者が
土地所有者ではない場合）→伐採
に係る同意書および立木の売買契
約書など届出人が立木を伐採する
権原を有することがわかる書類
⑥他法令の許認可関係書類（該当
する場合のみ）→届出対象の森林
の伐採に関し、他の行政庁の許認
可が必要な場合に、その申請状況
がわかる書類（許認可後の場合は
許可書の写しなど）

■所有者の変更
　森林の土地の新たな所有者と
なった人は、森林法によりその旨

を市に届け出てください。
①届出対象：地域森林計画の対象
森林となっている民有林です。面
積にかかわらず届け出る必要があ
ります。
②届出者：個人・法人を問わず、
売買、贈与、相続などにより森林
の土地を新たに取得した人が届け
出てください。ただし、国土利用
計画法に基づく土地売買契約の届
出を提出している人は対象外で
す。
③届出期間：土地の所有者となっ
た日から90日以内に、取得した
土地がある市町村に届け出てくだ
さい。
④届出事項：届出書には、届出者
と前所有者の住所・氏名、所有者
となった年月日、所有権移転の原
因、土地の所在場所・面積、土地
の用途などを記載します。添付書
類として、登記事項証明書（写し
も可）または土地売買契約書など
権利を取得したことが分かる書類
の写し、土地の位置を示す図面が
必要です。

森林の伐採と所有者の変更には届出が必要です 地域振興調整費
補助金について

　県高崎行政県税事務所は、高崎
安中の地域活動団体などが実施す
る地域づくりのための活動などに
対し、補助金を交付します。
■対 商工会議所・商工会・観光協会・
自治会・NPO法人など
対象事業（年度内に事業終了する
もの）
○地域資源を生かした産業や観光
を振興する事業○芸術・文化・ス
ポーツの振興に資する事業○交流
や移住を促進する事業○地域学習
および連携を推進する事業○その
他、この補助金の活用が効果的で
あると県高崎行政県税事務所が認
める事業
補助金額　補助対象経費の2分の
1以内（上限額50万円）/先着順、
予算額に到達次第終了
■他 希望する団体は、申請前に必ず
県高崎行政県税事務所に相談して
ください。
■申 ・■問 県高崎行政県税事務所
（☎322－4681）

 安中市集落支援員に着任して半年が
経ちました。秋間地区を中心に農用
地保全と生活支援を進めていくため
地域の人に話を聞き、「必要な支援
は何か」をみなさんと考えている中
で、耕作放棄地や生活支援が必要な人が増え、

「また来年」が通じないことを年々強く感じています。
　「1年間の中でやれることは全てやる」。この言葉が常に胸にありま
す。新たに関わってくれる人も少しずつですが増えてきているの
で、私たちが今まで気づいていなかった安中市の魅力をこれからも
発信し続けます。
　私は集落支援員であり、梅農家でもあるのですが、6月は1番忙し
い梅の収穫シーズンです。昨年は地域おこし協力隊の同期メンバー
がいましたが、今年のメ
インは私1人なので多く
の人の力も借りながら、
できるだけ梅をもぎきれ
るよう頑張りたいと思い
ます。
　梅を通じて今年も多く
の人と出会えることを楽
しみにしています。

Vol.2安中市集落支援員活動報告
やれることは全てやる －「また来年」は通じない－

▲公式SNS

■問 □松 農林課林政鳥獣対策係
（☎内線2617・2618・2619）

　碓氷安中ライオンズクラブは結成55周年を記念
し、熊ノ平駐車場に唱歌「紅葉」の歌碑を設置し、
除幕式を行いました。「紅葉」は作詞家、高野辰之
が碓氷峠熊ノ平周辺の紅葉の美しさに感動し、作詞
したといわれています。

0323「紅葉」歌碑、熊ノ平に設置
碓氷安中ライオンズクラブ

　市と新島学園短大は、地域産業や観光振興、教
育・文化の振興など、さまざまな分野で協力するた
め、包括連携協定を締結しました。学生の活力を本
市に生かしてもらえるよう、若者にとってより魅力
あふれるまちづくりを進めていきます。

0314 若者に魅力あるまちづくり推進
新島学園短大と包括連携協定締結

　自宅の固定電話に国の行政機関を名乗り「これか
ら2時間後に通信できなくなる」という電話がか
かってきた。非通知設定からの着信だった。突然通
信できなくなることはな
いはずなので、明らかに
おかしい。
　国の行政機関をかたっ
ていると思い電話を切っ
たが、他にも同様の電話
がかかる可能性があるの
で情報提供したい。

☆国の行政機関や電話会社などをかたる、自動音
声ガイダンスやSMSを使った不審な電話に関す
る相談が多数寄せられています。
☆行政機関や電話会社から、電話を停止すること
に関して、自動音声ガイダンスやSMSを使って
連絡することは絶対にありません。すぐに電話
を切りましょう。
☆非通知や知らない番号からの電話には普段から
慎重になりましょう。個人情報は絶対に伝えな
いでください。

（国民生活センター「見守り新鮮情報」第507号から作成）
■問 市消費生活センター（☎382－2228）わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、
早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時▶月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時30分

個人情報を聞き出す不審な電話に注意消費生活センター
からのお知らせ

- 事例 - - ひとこと助言 -
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